


序　　　　　　文

　国際協力事業団は、エジプト・アラブ共和国カイロ大学特殊小児病院における小児救急医療プ

ロジェクトを1999年４月から2002年３月までの３年間の予定で実施しており、2000年９月末を

もってプロジェクト活動の中間点を迎えました。

　そこで、中間時点での活動評価と、プロジェクト後半への提言を行うため、2000 年 10月２日

から12日までの日程で、昭和大学小児外科岡松孝男教授を団長として運営指導調査団を派遣しま

した。本報告書はその調査結果を取りまとめたものです。

　ここに、本調査にあたりご協力を賜りました関係各位に対しまして深甚なる謝意を表しますと

ともに、今後のプロジェクトの実施・運営にあたり、関係各位のさらなるご協力をお願いする次

第です。

　2000 年 10 月

国 際 協 力 事 業 団
理 事 　 阿 部 英 樹
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１．運営指導調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　カイロ大学特殊小児病院（ＣＵＳＰＨ）における小児救急医療プロジェクトは1999年４月から

2002年３月までの３年間の予定で実施されており、プロジェクト開始時に日本側が作成したプロ

ジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）を利用してのプロジェクト活動期間も、2000年９

月末をもって中間点を迎えている。

　このため、前半期間のプロジェクト活動進捗状況を評価し、問題点・課題とその対応策を検討

し、日本、エジプト・アラブ共和国（以下、エジプト）双方合意の改訂ＰＤＭを作成することに

より後半期間の効果的なプロジェクト運営を図る目的で、本調査団が派遣されることとなった。

　なお、調査項目は以下のとおりである。

1）３年間のプロジェクト期間の折り返し時期を迎え、プロジェクト・チームと現場の主要カウ

ンターパートとであらかじめ実施される活動の中間評価と改訂ＰＤＭへの助言を行い、協議の

うえＰＤＭ改訂版を確定する。

2）上記1）の過程において活動を阻害する問題点・課題を抽出し、それへの対応策を検討する。

3）2001 年度の活動投入案を検討する。

4）2002 年３月末に終了予定のプロジェクトの帰結に向け、現時点での提言を行う。

5）一連の協議を通じて日本、エジプト双方で合意した事項について協議議事録（Ｍ／Ｍ）に取

りまとめる。

１－２　調査団の構成            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　担　当　　　　氏　名　　　　　　　　　所　属

団長　総　　　括 岡松　孝男　　昭和大学小児外科教授

団員　救急ＩＣＵ 勝屋　弘忠　　名古屋市立大学医学部教授

団員　協 力 計 画 不破　直子　　国際協力事業団医療協力部医療協力第二課
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１－３　調査日程

移動および業務

移動　日本（大阪、成田）→パリ　　

移動　パリ→カイロ

09：00　ＪＩＣＡ事務所打合せ
11：00　カイロ大学小児学部長表敬
12：00　カイロ大学学長表敬
14：00　カイロ大学特殊小児病院（ＣＵＳＰＨ）内視察
（15：30不破団員のみＮＯＤＣＡＲ：ワクチン精度管理機関打合せ）
17：30　調査団／専門家対処方針会議

10：00～ 14：00　ＣＵＳＰＨ協議

資料整理

10：00～ 12：00　ＣＵＳＰＨ協議
13：00～ 17：00　ＣＵＳＰＨ内視察

10：00　合同委員会（Ｍ／Ｍ署名）　
14：30　昼食会
（18：00不破団員のみＪＩＣＡ事務所打合せ）

（09：00不破団員のみ保健人口省にて人口家族機材打合せ）
13：30　ＪＩＣＡ事務所報告
15：00　在エジプト日本大使館報告

移動　カイロ→パリ

移動　パリ→　

日本（成田、大阪）帰着　　　　　　　　　　　　　

日順 月日 曜日

１ 10／２ 月

２ 10／３ 火

３ 10／４ 水

４ 10／５ 木

５ 10／６ 金

６ 10／７ 土

７ 10／８ 日

８ 10／９ 月

９ 10／ 10 火

10 10／ 11 水

11 10／ 12 木
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１－４　主要面談者

（1）エジプト側関係者　

【協議者】　

　Assem El Fiky カイロ大学病院群　総長

　Amina Hindawy ＣＵＳＰＨ院長

　Nabil Abdel Ghany 救急部長

　Nasser Abdel Aal 新生児外科ＩＣＵ室長

　Fatma Hassan 看護部長

　Jozephine Dawoud 副看護部長

　Ahmed Tarek 小児科医

【表敬】

　Nageeb Gohar カイロ大学長

　Ameer Nasef カイロ大学副学長

　Mohamed Aly Shohaieb カイロ大学副学長

　Isam Hamza カイロ大学日本語学科長

　Saleh Bedeir カイロ大学医学部長

（2）日本側関係者

【プロジェクト専門家】

　間　渕　則　文 チーフアドバイザー

　河　村　恵　子 業務調整員

　東　館　義　仁 小児科

　河　本　禮　子 小児看護

　岩　田　　健 麻酔科

【在エジプト日本大使館】

　竹　村　淳　一 書記官

【ＪＩＣＡエジプト事務所】

　中　村　三樹男 所長

　坂　田　章　吉 次長

　宇　多　智　之 所員
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２．要　約

（1）プロジェクト活動中間時点での評価および後半期間の活動に向けての提言を行い、それに伴い

ＰＤＭを改訂した。

　　中間評価に関しては、効率性、目標達成度、妥当性、インパクト、自立発展性の５項目から検

討した結果、現時点においてはプロジェクトの当初目標である「小児救急医療概念の導入と制度

確立」に関しては所期の目標を達成しつつあるとの結論で日本、エジプトは合意した。

　　その他評価に関しての特記事項は以下のとおりである。

1） プロジェクト開始当初は良質な看護婦配置が得られず技術移転活動に支障を来したが、

ＣＵＳＰＨの努力をもって現在はほぼ満足すべき状況にあり、その努力の継続が強く望まれ

る。

2）ＣＵＳＰＨ全体での救急医療調整機能の確立が望ましいが、特に新たな委員会を組織する

ことは現実的でないため、関係者による consulting 制度を機能させる。

3） 診療簿管理分野の専門家が派遣されていないため同分野の技術移転が不十分である。プ

ロジェクトの自立発展性確保のためにもその早急な実施が望まれる。

（2）これまでの長期にわたるＣＵＳＰＨへの協力を終了させるに際しては、累次のＪＩＣＡ協力の

成果を広くエジプト全体に波及させていく役割がＣＵＳＰＨに求められており、その手段として

以下が提案された。

1） プロジェクト最終年度にＣＵＳＰＨ以外の他大学関係者を招へいし、プロジェクト活動

の成果である小児救急医療制度紹介ワークショップを開催する。

2） 本プロジェクト終了以降にＣＵＳＰＨが独自で小児救急医療技術移転セミナーを開催す

る。

（3）改訂ＰＤＭではプロジェクト目標を「ＣＵＳＰＨが小児救急医療の中枢基幹施設として機能す

る」とし、ＣＵＳＰＨの教育機能充実の基盤整備を後半の目的のひとつとしていくことで合意に

達し、マスタープラン（Ｍ／Ｐ）変更点を別途Ｍ／Ｍで確認した。
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３．総　括

　2000年10月２日から12日までＣＵＳＰＨにおける小児救急医療プロジェクトの現時点での活

動状況を視察し、評価ならびにそれに基づく後半のプロジェクト活動に対しての提言を行った。

（1）評価項目および方法について

　ＣＵＳＰＨの救急医療プロジェクト活動評価は、①効率性、②目標達成度、③インパクト、

④妥当性、⑤自立発展性、の５点について行った。評価方法は現在活動中の人員の配置、活動

状況、施設や器具、機材の利用状況を視察し、日本側の専門家チームとエジプト側のカウン

ターパートの同席する席上において、それぞれの観点から評価を加え総合的に判定するものと

した。

（2）結果

1） 施設について

　ＣＵＳＰＨに新設された救急部門設備はやや手狭であるが、間渕チーフアドバイザーの提

案により、待合室とトリアージ・クリニック（診察室、処置室）とを境とする壁の造設によ

り患者の流れがスムースとなり、施設利用状況が大きく改善されていた。しかしスペース全

体としてはいまだ手狭で、医師や看護婦の研修の場であることも考えると、トリアージ・ク

リニックの拡張が必要と思われた。救急手術室は 24 時間フル稼働が可能で、清潔かつ機能

的に維持されていた。新生児室は16の哺育器すべてが稼働し、良好に維持活用されている。

2） 人員配置および教育について

　救急部門の医師・看護婦については、ほぼ満足すべき人員が配置されているが、看護婦に

ついてはトリアージ部門、新生児部門に数名の欠員がある。国全体の看護婦不足の事情を考

えれば、看護婦配置に関しては相当な努力を要したことがうかがえた。

　各部門での医師、看護婦の研修、トレーニングについてはいまだ十分に徹底していない。

救急専門医、および看護婦の教育、養成については現在も行われてはいるが、プロジェクト

の中間での成果についての評価は特に厳密に求めず、確認にとどめた。

　管理部門の人員配置については、いまだ十分ではなかった。特に外来や入院患者の受付・

登録については、人員が配置されてはいるものの組織化されておらず、登録もれが相当数に

なるものと思われた。病院管理部門でのわが国の専門家派遣がいまだ実現していないことを

考えればやむを得ないが、病院機能評価のうえでは患者数、疾患別患者数、死亡率など管理

部門における統計が重要な要素であるところから、専門家派遣を含めて今後の重要課題であ

ると考えられた。
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3） 病院全体としての救急部門との連携体制

　救急部門の設立に伴って病院各部門との連携は順調に進みつつある。検査部門、麻酔科、

外科との連携はほぼ満足できるものであるが、内科系部門（感染症、消化器）では情報交換

が必ずしもスムースではなく、各部門の連絡会議の設定など考慮すべきであると思われた。

しかし個々の医師同士での情報交換は行われているようであるので、今後はさらに組織化す

るような努力も必要であると考えられる。

（3）結論

　先にあげた５項目の評価はほぼ満足すべきものであった。しかし現在の機能を今後も維持す

るには、今後もＣＵＳＰＨ側において、看護婦の獲得、教育など独自の努力が必要で、本プロ

ジェクト後半はわが国もそのような組織づくりに積極的に協力しつつ、機能維持に重点を置い

て支援していくことが望ましいと考えられた。さらに過去数次にわたるわが国の協力も含めた

成果の維持、エジプト全体への波及をＣＵＳＰＨ自身が担うための協力、支援（他施設、大学

などの医師、看護婦対象のワークショップ、研究会などの企画、開催など）が重要課題である

と考えられた。
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４．中間評価

（1）あらかじめ専門家／調査団で検討した５項目について協議した。

1） 効率性

　概して順調だが、日本側からは新生児科医と診療簿管理専門家の派遣が遅れていることが問

題点として指摘された。エジプト側は、活動開始当初に看護婦配置が遅れたことは活動の阻害

要因となったが、同時期に日本側の提案に応じてトリアージ・クリニック部分の改修を実現し

たことは活動の効率性向上に貢献した。

2） 目標達成度

　次ページのとおり、３点の成果（Outputs）においてプロジェクトは現時点で高い達成度を示し

ている。今後は特に成果３．教育活動において進展が望まれるが、成果１．２．のＣＵＳＰＨへ

の救急医療制度の導入・確立については、これまで「救急医療」の概念がなかったエジプトに

はじめてそれを導入し、ハード・ソフト共にその確立に努めた結果は評価されるべきと考えら

れる。

3） インパクト

　現時点での客観的評価は困難である。

　最終年度のワークショップによる他大学医療関係者への波及効果が期待される。

4） 妥当性

　現行ＰＤＭでのプロジェクト目標から上位目標に達せしめるには、ＣＵＳＰＨにいま確立し

つつある小児救急医療制度を、エジプト国内の他組織に広く普及させていくべく、ＣＵＳＰＨ

が教育訓練施設として機能していくことが求められる。

5） 自立発展性

　繰り返し指摘されている看護婦配置の継続および診療簿管理の実現、ならびに関係各科の協

力体制確立がプロジェクトの自立発展の鍵となると考えられる。

（2）特記事項

1） 看護婦配置

　本プロジェクトでは、他医療組織ではみられない医師と看護婦が同席し議論を行う定例会議

の開催、看護婦への訓練機会の提供等、救急医療制度確立に不可欠な救急看護婦の訓練にも力

を注いできており、それが制度確立の進展に寄与してきた。しかし、エジプトの恒常的な看護

婦不足のため、カイロ大学でも看護学部での看護婦養成に加えて技術短期大学での養成等手段

を講じているが、今後、病院の新規開設も予定されているため、このプロジェクトでの恒久的

な良質な看護婦の優先配置が常に大きな問題となることが予想される。
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2） プロジェクト終了後の現地国内研修の可能性

　現在小児救急ユニットではＣＵＳＰＨ院内、カイロ大学内に限らず、保健人口省所属の他組

織のスタッフに対しても教育活動を行っているが、キャパシティの限界もあり大規模には実施

できていない。院内、学内以外の教育とは、他病院からのレジデント医師としての受入れ等、

個人的人脈で紹介を受けた者の研修程度で、組織的な教育活動は行われていない。

　今後、プロジェクトとして、またプロジェクト終了以降のＣＵＳＰＨでの組織的教育活動実

施に際して日本からの支援が可能かアッセム総長から問われたため、調査団より対処方針に従

い、現地国内研修スキームを紹介した。

　2001年度にプロジェクト活動として（中堅技術者養成対策事業費を使っての）他大学関係者

を招へいした小児救急医療制度紹介セミナーを開催することとし、そのノウハウをもってプロ

ジェクト終了後にＣＵＳＰＨ側独自の活動として研修を実施した場合、現地国内研修事業とし

てＪＩＣＡからの研修実施費用の一部支援に高い可能性があると説明。条件としてセミナー実

施担当者の配置（あるいは責任者の指名）を求めたところ、セミナー開催が決定すればすぐに

でも大卒レベルの教務担当者を新たに２～３名配置するとの回答で、その実現については現段

階で確信はもてないまでも、可能であれば第三国研修も実施したいと先方の熱意をうかがわせ

た。

　現地国内研修のおよその上限金額（1000 万円／年上限だが、およそ５万ドル／年と説明）、

研修人数（30～ 50名／年）、研修期間（30～ 45日間／年）についても簡単に説明したが、2002

年度からの開始に向けては 2001 年度前半に準備を開始する必要がある。

　本件に関しては本プロジェクトの活動外であるため今回のＭ／Ｍには記録しないこととした

が、アッセム総長からは、可能であればプロジェクト期間中である 2001 年度から開始したい

との希望があったため、プロジェクト期間中は現在予定中の活動に専念することが望ましいこ

と、また、2002年度開始のためには2001年度８、９月に要請書が提出される必要があるため、

夏前からＪＩＣＡ事務所と準備を開始してもらいたい旨説明し、了解を得た。

3） 患者登録・診療簿管理

　アミーナ院長によれば受付に受付専属の管理者が常駐し、その後のトリアージ→各ユニット

での記録まで、１患者１ＩＤ管理を実現しているとの説明であったが、現状は以下のとおりで

ある。

患者の流れ

①患者はすべて旧小児病院（第１トリアージ）で記入された受診票（手書きのスリップ

状）を持ち、第２トリアージとなるＣＵＳＰＨ救急トリアージ・クリニック（本プロ

ジェクト）に来てから救急受付で登録される。その日の通し番号、氏名、年齢のみ。

漏れも多い。
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②入院患者のみＣＵＳＰＨ総合受付に行き台帳で登録され、氏名、性別、年齢程度の患

者情報と、固有ＩＤが記入される。このＩＤは退院するまでのみ固有。

③対応（入院、処置等すべて）が必要なすべての患者はトリアージ・クリニックで指示

された救急各ユニット（トリアージ・クリニック内での簡単な処置コーナー、救急初

療室（ＥＲ）、手術室、ＳＮＩＣＵの４カ所）に入室し、ＥＲ、手術室、ＳＮＩＣＵの

３カ所では各ユニットでの当日の通し番号をつけ、各々患者情報を再度台帳に記録し、

毎日定期的に台帳記録情報をコンピューターに入力する（処置コーナーでは看護記録

のみ、簡単な処置なら記録なし）。台帳上では各患者の通し番号とＩＤは対照されて記

録されている。各ユニットの入力フォームは同じ。姓名、性別、誕生日・地、住所、

年齢、宗教、保護者の職業、他病棟からのレファラルか直接来院か、等。

＊ＥＲでは診断結果を看護婦が個票に記録している（“CASE SUMMARY”）→目的、

方法（医師からの診断結果を看護婦が聞いているのか？）が不明。また、医師には

別に記録用○×シートがあるが徹底されていない。

問題点

　きわめて不十分ながら、初歩的な患者情報（入院）に限定すれば、一時的な１患者１

ＩＤ管理はされていることになるが、何の目的でいかなる情報をどこで誰が記録するか

という全体計画がない。

　看護婦が記入する台帳記録を３ユニットで専属担当者が毎日フォームに従って端末入

力をしているが、そのデータを活用・分析している気配はない。医師による診断記録、

看護記録がどこで記録され患者情報に組み込まれるかも不明、各所で作業の重複、また

おそらく相当の不記録、混乱がある模様。サーバマシンは13:30 に電源を切られ、バッ

クアップされていない。

　ＣＵＳＰＨ全体の情報管理との整合性、退院後はＩＤがなくなる、来院時死亡の患者情

報、救急から一般病棟に転棟した患者の追跡等の問題もある。

診療簿管理専門家派遣

　アミーナ院長は本件は関知しておらず、アッセム総長が唯一管理していた模様。入力

者は英語ができない作業要員に過ぎず、情報システム全体の管理者はいないため、派遣

期間中の実際のカウンターパートの確保が重要。プロジェクトでＣＵＳＰＨ情報管理を

知る医師を、アッセム総長に専門家派遣中の適当なカウンターパート人材として配置を

依頼した。

4） 指標の検討と報告

　改訂ＰＤＭでのプロジェクト目標の指標としてＥＲ１（現救急初療室）、ＳＮＩＣＵ、

ＣＵＳＰＨ全体での死亡率（死亡数／入院数）を追加することについて、手術室での同数字も
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必要ではないかとの提案があったため、また、指標の検討は隔月とし、プロジェクトで確認の

うえ記録に残し、2001 年 10 月の終了時評価に備えることとした。

5）終了時評価の方法と時期

　終了時評価は日本、エジプト双方を含むプロジェクト関係者全体、また日本からは評価専門

のコンサルタントを含む調査団により実施されるが、エジプト側にも公正な立場かつ専門的見

地から評価が可能な第三者の参加を得て合同評価コミティを組織し、今回の中間評価より時間

をかけて指標を分析し、評価５項目に沿ってプロジェクト全体を評価する旨説明した。時期は

本来終了半年前の 10 月上旬だが、エジプト側は、夏期休暇ののちに１カ月程度の準備期間を

もちたいため、11 月上旬としたいとの意向。
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５．ＰＤＭ改訂

　改訂点は以下のとおりである。

（1）プロジェクト目標

（前）ＣＵＳＰＨにおける小児救急医療サービスが向上する

（後）ＣＵＳＰＨが小児救急医療のモデル基幹施設として機能する

（2）成果

（前）２　ＣＵＳＰＨの小児救急医療サービスのシステムが改善される

（後）２　ＣＵＳＰＨの小児救急医療運営制度が確立し、小児救急医療供給サービスのシステ

ムが改善される

（3）活動

（追加）

２－２　 院内関連各科との間にコンサルティング制度を確立する

３－３　プロジェクト成果をエジプト全体に波及させる

３－４　教育活動実施手法を技術移転する

（4）指標

（追加／変更）

上位目標　新生児／乳児死亡率（追加）

プロジェクト目標

・受診患児の死亡率→ＥＲ１、ＳＮＩＣＵとＣＵＳＰＨ全体での入院患者数と死亡率

・エジプト全体の救急医療従事者数→ＣＵＳＰＨ以外の医療従事者へ提供した訓練機会数
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６．2001 年度救急ＩＣＵ活動／投入計画

　救急外来の患者の流れはプロジェクト開始時に比較するとかなり秩序立ってきているので、現

時点で最も緊急を要する分野は以下の点であろう。

　

（1）トリアージ・クリニックの拡大

　現在トリアージ・クリニックを壁で仕切って一時期にエリア内に入る患者数を制限している

が、トリアージ用のスペースがあまりに狭い。患者と家族１～２名と医師２名くらいが入ると

一杯である。これは多数の患者をすばやく処理することの障害となっているとともに、医師・

学生・看護婦などの研修の場とすることは不可能に近い。現場を視察した結果では、現在と同

じ広さのトリアージ用のスペースをさらにもう１カ所設置することは、それほど経費を要せず

に可能であると思われる。

　　　　利点：時間当たりの診療可能患者数の増加→受付の混雑の緩和

　　　　　　　研修の場として利用可能

（2）受診患者の登録・管理システムの整備

　現状では、トリアージ・クリニックへの入室制限をするための人は配置されているが、そこ

に置いてあるノートへの患者名などの記載は確実に行われているとは言い難い。患者の登録は

救急医療に限らず医療すべてにとって必須である。外来患者の受付部門を整備して、すべての

患者が把握されるようにすべきである。

　登録法については、ＣＵＳＰＨ全体としての外来患者登録法があればそれと同じ方法で登録

するのが望ましい（導入の容易さ、整合性、統計の容易さ、などから）。この場合はカウンター

パートの配置があれば、日本からの技術移転は必要ない。

　もし確立された方法がない、あるいは救急外来では受診患者数が多すぎて病院全体としての

登録方法はあっても適用できないということであれば、救急外来に適した登録方法、すなわち

簡単で時間を要せず、かつ最低限の情報を得られる登録法を確立するための活動をすべきであ

ろう。このためには病院事務管理または患者情報管理の専門家の投入が望ましい。その際、将

来的には病院全体の患者情報システムとの整合性に配慮することが重要である。

　　　　利点：正確な患者統計を得ることにより、業務の客観的把握が可能となる。

　　　　　　　プロジェクトの効率評価も可能となる。

　　　　　　　再来患者での治療の継続性を得られるなど診療上も有用である。
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（3）ＩＣＵにおける診療録作成

　現状では、バイタル・サインやデータはあっても、肝腎の病態の評価と治療プラン

（Assessment ／ Plan）について記録されたものがないようである。ＩＣＵとしてのカルテが必

要である。

　　　　利点：治療の継続性が得られる。

　　　　　　　看護婦を含む医療者間での意思の統一を図れる。

　　　　　　　症例報告や臨床研究にも有用である。

　バイタル・サインのデータなどは紙上に記録されているが、病状の変化や診療方針などの記

載はないため、当直医の交替時には口頭での申し送りのみのようである。ＩＣＵは 24 時間同

じ診療レベルを維持すべきところであり、複数の医師がチームを組んで診療すべきである。し

たがってチーム員のすべてが同じ情報を共有している必要がある。そのために診療録の記載は

必須である。さもないと診療方針の不統一あるいは診療の抜けや重複が起こる可能性がある。

（4）救急処置室については、広さは十分ではないが一応整備されているといえよう。

（5）救急ＩＣＵ

1） ハード

　トリアージ・クリニック、救急処置室の奥に十分なスペースをもって設置されており、患

者の流れの面でも整理されている。１階の救急部門の中では最も整備されている。内部は７

床のベッドが配置され、それぞれに生体情報モニターも設置されており、最低限のＩＣＵと

しての設備は整っている。欲をいえば、交叉感染を防ぐためには１つのベッドに複数の患者

を収容することは避けたいし、さらにいえば手洗いの設置を増やすことが望まれる。

2） ソフト

・診療体制

　視察中に心肺停止の患児が搬入されて蘇生に成功するまでを見ることができた。また

上級医の回診の状況も見ることができた。これらから、救急患者の診療システムは比較

的うまく機能しており、看護婦を含めて危機的状況でのチームワークは（チームリー

ダーの説明によれば）以前に比べてとれてきている。

　　

（6）機能評価

　診療の効率や機能を評価するためには、まず患者の統計が必要である。すなわち最低限でも

１年間にどのくらいの外来患者、入院患者、手術患者、死亡患者があるかを記録する必要があ

る。これにより入院率、死亡率などが出せる。
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　さらに将来的には、インドネシア・ストモ病院でも実施しているように、外来患者の重症度

を評価するシステムを導入したい。それにより患者振り分けが可能となり、よりスムースな外

来診察ができるとともに、重症度をそろえた患者群において（患者の層別化）、治療成績を比

較することが可能となる（同一施設での年度ごとの比較とか、他施設との比較、ある治療法の

有無による比較など）。
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